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審 議 結 果 報 告
3 月 定 例 会

議案番号 議　　案　　名 議決内容

諮問第 1号 人権擁護委員の候補者の推薦について 適任と決定

同意第 1号 宮若市教育委員会教育長の任命について 原案同意

同意第 2 号 宮若市監査委員の選任について 原案同意

議案第 1号 宮若市市長等及び職員のハラスメントの防止等に関する条例の制定について 否　決

議案第 2 号 宮若市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 原案可決

議案第 3 号 宮若市都市計画審議会条例の制定について 原案可決

議案第 4 号 宮若市職員の一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第 5 号 宮若市子ども医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第 6 号
宮若市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 
及び宮若市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例の制定について

原案可決

議案第 7 号 宮若市学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第 8 号 宮若市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の
制定について 原案可決

議案第 9 号 令和 6 年度宮若市一般会計補正予算（第 5 号）について 原案可決

議案第 10 号 令和 6 年度宮若市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）について 原案可決

議案第 11号 令和 6 年度宮若市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）について 原案可決

議案第 12 号 令和 6 年度宮若市下水道事業会計補正予算（第 2 号）について 原案可決

議案第 13 号 令和 7 年度宮若市一般会計予算について 原案可決

議案第 14 号 令和 7 年度宮若市国民健康保険特別会計予算について 原案可決

議案第 15 号 令和 7 年度宮若市後期高齢者医療特別会計予算について 原案可決

議案第 16 号 令和 7 年度宮若市吉川財産区特別会計予算について 原案可決

議案第 17 号 令和 7 年度宮若市下水道事業会計予算について 原案可決

議案第 18 号 令和 7 年度宮若市簡易水道事業会計予算について 原案可決

議案第 19 号 令和 7 年度宮若市水道事業会計予算について 原案可決

議員提出議案
第 1号 宮若市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

7 年陳情
第 1号 吉川コミュニティセンター現行計画の見直しを求める要望書 趣旨採択
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◆賛否の分かれた議案	 ○：賛成　×：反対

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

氏名

議案
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宮若市監査委員の選任について※１ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○
宮若市市長等及び職員のハラスメントの防止等に
関する条例の制定について※２ ○ × × × ○ × × × × × × × × ×

令和７年度宮若市一般会計予算について※３ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ×
吉川コミュニティセンター現行計画の見直しを求
める要望書について（趣旨採択に対する賛否）※４ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【趣旨採択の内容】
① 現行計画が避難所や投票所としての機能を満たしているか説明が行われていないこと。
②  市長の誤った説明により住民に丁寧な説明がなされていないこと。
以上の２点から、まずは丁寧な説明を行うべきで、趣旨は十分に理解できるが趣旨採択とする。

同意第２号　宮若市監査委員の選任について【可決】
※ 1	 反対討論（山元　秀一議員）

我々は令和 3年 12月議会において、宮若市監査委員条例に監査委員は議員から選出しないことを加える条例改正を全会
一致で議決している。そして、この議案の提出者が島本氏である。これらの経緯により、島本氏を候補として挙げること
は、住民の知る権利を拡充しようとする議員の決意を軽視するものである。現在、議員でないから条例違反にはならない
という考えは、ルール上は可能でも、我々が議決した重みはそんなに軽々しいものではない。

	 賛成討論（和田　善久議員）
前任の監査委員の任期が、本年 1月 3日をもって満了となっており、現在の監査委員にあっては 1名体制で既に 2箇月
が経過しようとしている。この間、例月の出納検査や定例監査も行われており、少なからず監査業務への支障も出ている
と思われる。今後の監査業務への影響を考えると、早期に新たな監査委員を任命すべきと考える。

議案第１号　宮若市市長等及び職員のハラスメントの防止等に関する条例の制定について【否決】
※ 2	 賛成討論（山元　秀一議員）

市民の切実な訴えを阻害することが考えられるルール作りがなされている点において、反対する考えである一方、健全な
職場環境を構築するには、我々にもルール作りに責任があると捉えている。大きな問題がある条例として今後運用に当た
り、住民の権利を守る条項の明示化や問題点の検証など、逐次改正を求め、本条例をあらゆるハラスメント防止への第一
歩として評価し、また、総務委員会の審議不十分につき、本決定に疑問があるため賛成する。

	 反対討論（染矢　正次議員）
パワハラに関する相談窓口をより多く設けて、相談者が選択しやすくすることは有益であり、また目撃者が相談を申し出
ることができるようになることで職場環境の改善に繋がると思う。しかし、市民を対象にしたカスタマーハラスメント行
為の規定を設けることについては、市役所だけでなく、市全体での対策も考える必要があると思う。したがって、カスタ
マーハラスメントに対する取組について更なる検討の余地があると思う。

議案第 13号　令和７年度宮若市一般会計予算について【可決】
※ 3	 反対討論（和田　善久議員）

今回の当初予算には、子育て支援に対する予算が含まれており、大いに評価するところである。しかし、今回の予算審議
において、有利な財源確保のための努力が見えなかった。市民サービス向上になる予算編成ではないという理由で反対と
する。

	 賛成討論（山元　秀一議員）
総務部門では、住宅団地化を睨んだ予算編成など、新しい定住奨励金と合わせて、定住化への受け皿作りとして評価でき
るほか、行政システム恒例化への予算が盛り込まれ、将来の事務軽減、財政健全化に期待できる。こども医療の拡充とあ
わせ、教育民生部門では、子育て施策への力の入れ方も本市の課題に対応したものであり、産業建設部門では、観光力を
磨く取組や、地域振興券の発行額拡大のほか、全市的な都市計画への取組に着手する点も評価できる。

	 賛成討論（柴田　裕美子議員）
先般の予算委員会においては、光陵グリーンスタジアムスコアボード改修工事に対し、宮若市の規模からいうと、莫大な
予算が計上されていることに修正動議を提出し、内容の審議を仰いだが賛成少数にて否決をされた。提出者としては議員
それぞれの考えのもとでの判断結果と受け止めざるを得ない。それ以外に対してはこれまで提案したことに対し、行財政
改革を実行され、歳入確保、経費節減の努力をしながらの予算計上であったと高く評価をする。
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７年陳情第１号　吉川コミュニティセンター現行計画の見直しを求める要望書【趣旨採択】
※ 4	 原案に対する賛成討論（山元　秀一議員）

本事業は吉川地区の小学校と公共施設が農業観光振興センターの建て替えで無くなったことで、投票所と避難所の確保の
ためになされた要望を議会が採択し、市長も要望の理由を認め、着手に至った。しかし、住民から市長の方針と議会の決
定について異議が述べられたというのが今回の要望の趣旨と考える。我々は当初の住民の訴えを再度確認し、採択の意を
踏まえると、誤った方針で事業を進めていたことは明らかで、計画の再考は当然のことである。

	 原案に対する賛成討論（谷口　重隆議員）
中身を見せていただくと、アンケートも陳情書も、もう少し大きく作っていただけないかということが書いてあった。私
もそうだと思うので、これに賛成する。

	 趣旨採択に対する賛成討論（藤春　優二議員）
この地域の皆様からの要望や意見は十分理解するが、どうしてその建物の大きさになったのか、どうして土地を購入しな
いまま計画を進めていこうとなったのか、そういった部分が住民の皆さんに説明がなされてないことが大きな問題と思っ
ている。まずは、市長自らがこの決断の理由を住民にしっかり説明すること、それから先に、この住民の皆様の要望を受
けて、市長に決断していただきたいと思う。

	 趣旨採択に対する賛成討論（寳部　勝議員）
市長は昨年の 10月 29日に吉川・日吉ブロックの自治会長との懇談会の中で、建坪については 45坪、駐車台数について
は 26台という発言をしている。ところが昨年 6月の教育民生委員会での報告は、51．65坪ということが提示されてい
た。なぜここで 45坪という数字が出てきたのか。自治会がアンケートまで取って、狭いという意見が出てきたにも関わ
らず、まだ地元の自治会にも説明がなされてない。訂正に早く行くべきと思う。
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会計 補正前の額 補　正　額 補正後の額

一般会計 190 億 9,599万3千円 △1億 8,647万 4 千円 189 億 951万 9 千円

国民健康保険
特別会計 33 億 2,707万1千円 5,453 万 9 千円 33 億 8,161万円

後期高齢者
医療特別会計 5 億 4,205 万 8 千円 2,500 万円 5 億 6,705 万 8 千円

下水道事業会計
（収益的支出） 4 億 4,551万 3 千円 155 万 3 千円 4 億 4,706 万 6 千円

下水道事業会計
（資本的収入） 6 億 7,422 万 6 千円 △1億 186 万円 5 億 7,236 万 6 千円

下水道事業会計
（資本的支出） 8 億 7,153 万1千円 △1億 2,951万 4 千円 7 億 4,201万7 千円

主な補正内容
費目（一般会計のうち） 金額 内容

保育所費 2,055 万 4 千円 人事院勧告に基づく国家公務員の給与
改定により、保育士費用の追加

教育振興費 1億 2,017万5千円 GIGA スクール構想に基づき整備した児
童・生徒用のタブレット端末更新費用

農林水産業施設補助
災害復旧費 1,014 万1千円 11月豪雨災害による農業用水路と農地

の復旧費用
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令和７年度各会計予算は、議長を除く14名の議員による予
算審査特別委員会にて審査を行いました。一般会計では、委
員から光陵グリーンスタジアムのスコアボード改修に係る予
算を削除する修正案が提出されましたが、賛成少数で否決と
なりました。その後、原案について採決した結果、可否同数
であったため、委員長裁決により可決となりました。その他、
国民健康保険、後期高齢者医療、吉川財産区、下水道事業、
簡易水道事業、水道事業会計については、全会一致で可決し
ました。

会計名 令和7年度予算額 令和6年度予算額

一般会計 200億5,885万 185億3,054万

国民健康保険 32億5,413万 33億2,688万

後期高齢者医療 5億8,180万 5億4,205万

吉川財産区 127万 124万

議案第13～19号	 （円）

	 （円） 	 （円）

会計名 令和7年度予算額 令和6年度予算額

下水道事業（収益的収入） 4億7,814万 4億5,005万

下水道事業（収益的支出） 4億7,278万 4億4,412万

下水道事業（資本的収入） 6億4,748万 6億7,422万

下水道事業（資本的支出） 8億3,700万 8億7,993万

簡易水道事業（収益的収入） 1億2,937万 1億3,068万

簡易水道事業（収益的支出） 1億2,425万 1億2,369万

会計名 令和7年度予算額 令和6年度予算額

簡易水道事業（資本的収入） 6,155万 3,101万

簡易水道事業（資本的支出） 7,854万 4,957万

水道事業（収益的収入） 5億262万 4億9,693万

水道事業（収益的支出） 5億4,935万 5億3,963万

水道事業（資本的収入） 7,126万 7,159万

水道事業（資本的支出） 2億7,004万 2億4,968万

委員会での主な質疑
問　市債の残高はいくらか。また財政運営への影響はないか。
答　�令和 7年度末における市債の残高は 204億 7132万円で、平成 21年度以降増加したが令和 3年度をピークに減少してい

る。また 100%国の交付措置がある臨時財政対策債など多くが有利な地方債の活用であり、実質的な市の負担は 4割程度
であること、さらに基金を 144億円保有していることから、直ちに財政を圧迫する可能性は低いと考えている。

問　防犯灯補助金について、防犯カメラは対象か。また自治会がない場所はどうするのか。
答　防犯カメラは対象になっていない。自治会がない場所は例えば防犯灯の団体などでも補助金の対象としている。

問　	ガバメントクラウド（各省庁や自治体などが利用できるクラウド環境利用サービス）について、毎年費用がかかっていくのか。
答　�全国的に実施するのは初めてなので、国も金額を細かく想定できていない。今後、最適化されていく中で費用については減

額されていく予定である。

問　自治会活動実証事業補助金について、自治会の継続的な事業や複数自治会合同で行う事業は対象か。
答　自治会単位での活動を対象としているが必要であれば申請に基づき検討する。

問　妊婦支援給付金について、出産前中絶や流産も対象と認識するが予算は十分か。
答　�令和 4年度と 5年度の母子手帳交付数の平均と 12週未満の流産数は報告がないため、ひと月あたり 2名いると想定し、合

わせて 190人分の予算計上をしている。

問　ゴミ収集委託料増額の理由は。
答　�長年委託料の改定を行っていないこと、また環境省から近年の物価高騰等を踏まえて、委託料に適切に反映するよう通知が

なされたことなどを受け、約 11%増額した。

問　	光陵グリーンスタジアムスコアボード改修工事について、市民にとって改修のメリットはあるのか。また改修しないことに
よるデメリットはあるのか。

答　�メリットは球場本来の機能である試合の情報を的確に提供できるという点であり、改修しないデメリットは現に運営に支障
をきたしているということ、また光陵スタジアムの評価が下がる懸念があると考えている。

問　トレイルツーリズム推進事業とは何か。
答　�電波の届かない山の中でも現在地を表示できる登山GPS アプリにより、宮若で最も登山客の多い六ヶ岳と西山の現状把握

を行うとともに、ユーザー向けアンケートを実施し、この二つの山の認知度、魅力度を調査した上でプロモーションに繋げ
ていく内容となっている。

令和 7年度予算が決まる
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宮
若
市
市
長
等
及
び
職
員
の
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

宮
若
市
公
平
委
員
会
及
び
宮
若
市
議
会
が

設
置
し
た
調
査
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
市

長
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
認
定
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
顧
客
か
ら
の
著
し
い
迷
惑
行
為
で
あ
る

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
社
会
的
問
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
今
後
、

職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
全
て
の
者
か
ら
一
切

の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
市

民
の
福
祉
向
上
に
安
心
し
て
全
力
で
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
職
場
環
境
を
確
立
す
る
た

め
の
条
例
の
制
定
。

主
な
質
疑

・�

条
例
提
出
に
あ
た
り
、
弁
護
士
協
議
を
行

っ
た
の
か
。

・�

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
条
例
は
、
内
部
の
話
と
思
う

が
、
こ
れ
に
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が

入
っ
て
い
る
。な
ぜ
一
つ
に
ま
と
め
た
の
か
。

・�

条
例
第
13
条
第
４
項
の
行
為
者
へ
の
措
置
に

つ
い
て
は
、市
議
会
議
員
も
含
ま
れ
る
の
か
。

・�

市
民
が
、職
員
か
ら
窓
口
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を

受
け
た
時
の
相
談
窓
口
は
ど
う
な
る
の
か
。

・�

職
員
団
体
が
相
談
員
と
し
て
指
名
す
る
職

員
に
よ
る
相
談
窓
口
と
は
。

・�

条
例
運
用
に
あ
た
り
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対

策
委
員
会
へ
諮
問
す
る
基
準
な
ど
は
あ
る

の
か
、
ま
た
、
市
民
な
ど
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

し
た
の
か
。

・�

報
告
な
ど
は
、必
ず
副
市
長
や
人
事
担
当
課

長
を
経
由
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
例

え
ば
、
副
市
長
や
人
事
担
当
課
長
が
行
為

者
の
場
合
ど
う
な
る
の
か
。

・�
公
益
通
報
制
度
と
公
平
委
員
会
に
つ
い
て
、今

回
の
条
例
と
の
関
係
性
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
弁

・�

顧
問
弁
護
士
を
含
め
５
回
の
弁
護
士
協
議

を
行
っ
て
い
る
。

・�

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、パ
ワ
ハ
ラ

の
一
つ
の
形
態
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ

れ
を
行
う
者
が
内
部
の
人
間
な
の
か
、
外

か
ら
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
事
業
者

と
し
て
職
員
を
守
る
と
い
う
形
に
つ
い
て

は
変
わ
り
が
な
く
、
こ
の
一
つ
の
条
例
の

中
で
規
定
を
し
た
。

・�

市
議
会
議
員
も
含
ま
れ
る
。

・�

総
務
課
に
申
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
る
。

・�

日
常
業
務
を
し
な
が
ら
、
職
員
か
ら
の
相

談
が
あ
る
場
合
に
は
、相
談
に
応
じ
る
こ
と

と
な
り
、
相
談
員
が
守
秘
義
務
を
怠
っ
た

場
合
に
は
、
地
方
公
務
員
法
等
に
基
づ
き
、

処
分
を
行
う
形
に
は
な
っ
て
く
る
。相
談
員

に
つ
い
て
は
、相
談
が
一
人
に
集
中
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、現
在
と
同
様
に
複
数
人
の

相
談
員
を
指
名
す
る
予
定
で
あ
る
。

・�

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
委
員
会
へ
諮
問
す
る

場
合
は
、
職
員
の
懲
戒
処
分
に
関
す
る
条

例
な
ど
を
基
準
に
す
る
。
ま
た
、
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
行
為
に
対
す
る
基
準
は
、
厚
生
労

働
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
運
用
し

て
い
く
。
こ
の
条
例
は
市
民
の
方
な
ど
に

義
務
付
け
を
行
う
と
か
、
権
利
を
制
限
す

る
と
い
っ
た
内
容
で
は
な
い
た
め
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
必
要
は
な
く
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
は
行
っ
て
い
な
い
。

・�

例
え
ば
、
副
市
長
が
行
為
者
に
な
っ
た
場

合
は
、
市
長
と
人
事
担
当
課
長
が
対
策
を

と
る
こ
と
で
、
対
象
者
を
除
い
た
対
応
が

で
き
る
。

・�

公
益
通
報
の
制
度
は
、公
益
通
報
者
保
護
法

に
基
づ
い
た
制
度
と
な
り
、犯
罪
行
為
な
ど

が
対
象
に
な
る
。ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て

は
、
公
益
通
報
者
保
護
制
度
の
対
象
に
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、刑
法
の
対
象
で
あ
れ

ば
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、通
常
は
、公
益
通

報
者
保
護
制
度
か
ら
は
外
れ
る
形
に
な
る
。

公
平
委
員
会
は
、地
方
自
治
法
に
基
づ
い
て

設
置
を
さ
れ
た
行
政
委
員
会
に
な
り
、
職

員
の
勤
務
条
件
や
職
場
環
境
の
改
善
に
関

す
る
申
し
出
受
付
を
行
う
機
関
と
し
て
設

置
が
さ
れ
て
い
る
。今
回
の
条
例
の
中
に
は

含
ま
れ
て
い
な
い
が
、役
割
と
し
て
は
相
談

窓
口
を
持
っ
て
い
る
形
に
な
る
。

否
決
（
賛
成
者
な
し
）

宮
若
市
職
員
の
一
般
職
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
、
宮
若

市
一
般
職
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
及
び
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
。

主
な
質
疑

・�

今
回
の
改
正
で
、退
職
手
当
が
変
わ
る
の
か
。

・�

地
域
手
当
に
よ
っ
て
、
均
衡
が
保
た
れ
る

の
か
。

答
弁

・�

今
回
の
改
正
で
は
、
給
与
月
額
は
変
わ
ら

な
い
こ
と
か
ら
、
退
職
手
当
へ
の
影
響
は

な
い
。

・�

こ
れ
ま
で
は
、
地
域
手
当
の
支
給
率
は
、

福
岡
県
内
で
も
市
町
村
単
位
で
設
定
さ
れ

て
お
り
、市
町
村
間
で
も
不
均
衡
が
あ
り
、

人
材
確
保
の
上
で
課
題
で
あ
っ
た
。今
回
、

地
域
手
当
の
支
給
率
を
県
単
位
で
設
定
す

る
こ
と
と
な
り
、
不
均
衡
は
、
是
正
さ
れ

る
見
込
み
で
あ
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
子
ど
も
医
療
費
の
支
給
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

子
育
て
世
帯
に
お
け
る
経
済
的
負
担
の
軽

減
を
図
る
、
子
ど
も
医
療
費
の
適
用
範
囲
を

高
校
生
世
代
ま
で
に
拡
充
す
る
た
め
の
、
宮

総
務
委
員
会

委
員
長　
安
永　
友
則

3
月
定
例
会

委
員
会
報
告
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若
市
子
ど
も
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例

の
改
正
。

主
な
質
疑

・�

条
例
施
行
日
が
、
令
和
７
年
10
月
１
日
で

あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
。

・�

医
療
費
自
己
負
担
額
の
根
拠
は
。

答
弁

・�

子
ど
も
医
療
費
等
に
係
る
シ
ス
テ
ム
改
修

に
、
３
箇
月
程
度
か
か
る
こ
と
と
、
医
療

機
関
・
薬
局
等
へ
の
周
知
期
間
が
必
要
で

あ
る
こ
と
、
レ
セ
プ
ト
審
査
を
行
う
機
構

等
と
の
調
整
は
、
半
年
前
か
ら
行
う
必
要

が
あ
る
。

・�

子
ど
も
医
療
費
等
の
助
成
事
業
に
つ
い
て

は
、
県
の
補
助
対
象
事
業
で
あ
り
、
県
の

支
給
基
準
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、
市
独

自
の
基
準
を
設
け
、
支
給
範
囲
を
拡
充
し

て
い
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職

報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

う
、
関
係
条
例
の
一
部
改
正
。

主
な
質
疑

・�

勤
務
年
数
が
35
年
を
超
え
る
消
防
団
員
の

数
と
、
消
防
団
全
員
の
数
は
。

・�

消
防
団
員
の
定
年
は
何
歳
な
の
か
。

答
弁

・�

35
年
を
超
え
る
方
は
、令
和
６
年
度
末
で
20

名
で
あ
り
、消
防
団
全
体
で
は
３
５
６
名
で

あ
る
。

・�

年
齢
に
よ
る
消
防
団
員
の
定
年
は
、
定
め

て
い
な
い
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

令
和
６
年
６
月
に
児
童
福
祉
法
が
改
正
さ

れ
、乳
児
等
通
園
支
援
事
業（
い
わ
ゆ
る「
こ

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」）が
創
設
さ
れ
た
こ

と
に
伴
う
、
内
閣
府
令
に
基
づ
い
た
新
た
な

条
例
の
制
定
。

主
な
質
疑

・�

事
業
区
分
と
し
て
、
保
育
所
等
が
当
該
施

設
利
用
定
員
の
範
囲
内
で
行
う
余
裕
活
用

型
と
、
そ
れ
に
該
当
し
な
い
一
般
型
と
あ

る
が
、
一
般
型
の
認
可
の
可
能
性
は
あ
る

の
か
。

・�

事
業
実
施
が
可
能
な
施
設
は
、
市
内
に
ど

の
く
ら
い
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁

・�

現
時
点
で
は
、
基
本
的
に
は
余
裕
活
用
型

の
認
可
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。

・�

市
内
に
は
、認
可
保
育
施
設
が
６
園
、企
業

主
導
型
保
育
施
設
が
５
園
あ
る
。
認
可
保

育
施
設
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
の
影
響
も

あ
り
、令
和
７
年
度
は
、定
員
に
少
し
余
裕

の
あ
る
園
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
で
、
前

向
き
に
検
討
し
て
い
た
だ
け
る
園
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
及
び
宮
若
市
家
庭
的

保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
関
係
条

例
の
所
要
の
改
正
。

主
な
質
疑

・�

地
域
型
保
育
事
業
者
が
連
携
施
設
の
確
保

が
で
き
る
よ
う
、
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
な

市
の
取
組
は
あ
る
の
か
。

答
弁

・�
認
可
保
育
所・認
定
こ
ど
も
園
と
顔
つ
な
ぎ

を
行
う
よ
う
な
橋
渡
し
的
な
役
割
は
、
市

が
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
学
童
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

近
年
、
学
童
保
育
所
の
利
用
申
込
み
が
多

く
な
っ
て
お
り
、
夏
休
み
の
み
利
用
し
た
い

保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夏
休
み
は
利
用
し

な
い
児
童
や
利
用
が
少
な
い
児
童
に
対
す
る

休
止
制
度
を
新
た
に
設
け
、
夏
休
み
期
間
の

み
利
用
を
希
望
す
る
児
童
に
対
す
る
枠
の
確

保
を
図
る
た
め
の
条
例
の
一
部
改
正
。

主
な
質
疑

・�

休
止
制
度
を
設
け
る
こ
と
で
、ど
の
程
度
の

枠
を
確
保
で
き
る
と
想
定
し
て
い
る
か
。

・�

指
導
員
の
配
置
を
見
直
す
こ
と
で
待
機
児

童
の
解
消
は
図
れ
な
い
か
。

答
弁

・�

令
和
６
年
度
の
利
用
実
績
と
し
て
、
夏
休

み
期
間
の
利
用
が
５
日
以
内
に
止
ま
る
児

童
と
８
月
に
一
旦
退
所
し
た
児
童
を
合
わ

せ
る
と
30
人
い
た
こ
と
か
ら
、
20
人
程
度

の
枠
を
作
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

・�

事
業
の
委
託
先
で
あ
る
社
会
福
祉
協
議
会

と
の
契
約
の
関
係
も
あ
り
、
現
状
で
は
弾

力
的
な
運
用
は
難
し
い
状
況
。

全
会
一
致
で
可
決

吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
現
行
計

画
の
見
直
し
を
求
め
る
要
望
書

吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
整
備
計
画

に
つ
い
て
、
建
物
や
駐
車
場
の
広
さ
の
早
急

教
育
民
生
委
員
会

委
員
長　
柴
田　
裕
美
子
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な
見
直
し
を
求
め
る
要
望
。

陳
情
者
に
対
す
る
主
な
質
疑

・�
現
行
計
画
の
見
直
し
は
、
場
所
自
体
の
計

画
か
ら
の
見
直
し
の
要
望
な
の
か
。

・�

投
票
所
が
若
宮
分
館
に
変
更
さ
れ
て
か
ら

の
困
り
ご
と
や
災
害
時
の
避
難
状
況
は
。

答
弁

・�

現
在
の
場
所
で
建
設
を
見
直
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
要
望
。

・�

徒
歩
で
行
け
な
く
な
っ
て
選
挙
に
行
っ
て

な
い
人
が
結
構
い
る
。
避
難
は
ま
だ
な
い

が
、
公
民
館
は
狭
い
の
で
全
員
は
避
難
で

き
な
い
と
思
う
。
乙
野
自
治
会
は
、
選
挙

は
、
や
は
り
ち
ょ
っ
と
遠
い
こ
と
も
あ
り
、

今
は
乗
り
合
わ
せ
で
投
票
所
に
行
っ
た
り
、

も
う
行
か
な
い
方
も
あ
る
か
と
思
う
。避
難

に
つ
い
て
は
、水
害
発
生
の
危
険
が
高
い
と

き
は
、公
民
館
に
避
難
し
て
い
る
が
、た
め

池
決
壊
な
ど
大
規
模
災
害
時
は
公
民
館
も

危
険
な
た
め
、別
の
場
所
へ
の
避
難
を
指
示

さ
れ
て
い
る
。
日
吉
自
治
会
は
、選
挙
も
避

難
所
と
し
て
も
、
旧
若
宮
南
小
学
校
を
利

用
し
て
お
り
、台
風
な
ど
で
２
，３
回
開
け

て
い
る
。
脇
田
自
治
会
は
、選
挙
は
、車
椅

子
で
行
か
れ
る
方
、付
き
添
い
が
必
要
な
方

も
い
る
た
め
、難
儀
な
面
が
あ
る
。
避
難
所

と
し
て
は
、
公
民
館
を
開
放
し
、
年
に
２
、

３
回
は
、
４
世
帯
ほ
ど
避
難
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
大
き
な
水
害
な
ど
が
発
生
す
る
と
、

公
民
館
の
横
は
犬
鳴
川
が
流
れ
て
い
る
た

め
、
問
題
点
が
あ
る
。

所
管
課
に
対
す
る
主
な
質
疑

・�

要
望
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
施
設
の
規
模

は
、以
前
、所
管
課
か
ら
当
委
員
会
に
提
出

さ
れ
た
資
料
の
規
模
と
は
違
う
と
思
う
。

実
際
の
計
画
は
。

・�

実
際
、今
ど
れ
く
ら
い
の
建
物
面
積
な
の
か
。

・�

こ
の
規
模
で
足
り
る
と
い
う
根
拠
を
提
示
し

な
け
れ
ば
、納
得
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

・�

６
自
治
会
に
対
し
、
基
本
計
画
な
ど
報
告

も
せ
ず
に
事
業
計
画
を
進
め
た
の
か
。

・�

地
元
と
連
携
を
し
て
事
業
を
進
め
て
い
れ

ば
、
こ
う
し
た
事
態
に
至
ら
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
今
後
ど
の
よ
う
に
進
め
て

い
こ
う
と
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁

・�
昨
年
６
月
議
会
の
折
に
、教
育
民
生
委
員
会

に
お
け
る
説
明
資
料
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
図

と
し
て
示
し
た
も
の
は
、
51
坪
で
26
台
程

度
の
駐
車
場
と
い
う
こ
と
で
説
明
し
た
。

・�

現
在
、
基
本
設
計
、
実
施
設
計
に
か
か
っ

て
い
る
。基
本
設
計
の
仕
様
書
に
お
い
て
、

51
坪
の
面
積
を
想
定
し
て
発
注
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
規
模
が
ベ
ー
ス
に
な
る
と
考

え
て
い
る
。

・�

過
去
の
避
難
状
況
は
、
若
宮
の
総
合
支
所

や
若
宮
分
館
に
つ
い
て
、
少
な
い
と
き
に

は
避
難
者
が
い
な
い
、
あ
る
い
は
数
名
と

い
う
実
績
。
避
難
の
想
定
は
非
常
に
難
し

い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
実
績
に
鑑
み
る

と
、
避
難
所
は
今
の
部
分
で
問
題
な
い
の

で
は
と
考
え
て
い
る
。

・�

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
会
議
に
つ
い
て
は
、
候

補
地
選
定
に
際
し
、地
域
の
意
見
を
伺
い
、

参
考
に
す
る
と
い
う
趣
旨
で
開
催
し
た
。

会
議
の
中
で
、
地
元
の
方
か
ら
規
模
や
施

設
の
中
身
等
に
つ
い
て
の
話
は
受
け
て
い

る
が
、
建
物
の
規
模
等
に
つ
い
て
は
、
行

政
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
事
業
を
進

め
て
き
た
。

・�

昨
年
の
９
月
議
会
に
お
い
て
事
業
委
託
料

等
の
補
正
予
算
を
可
決
い
た
だ
い
て
お

り
、
今
の
と
こ
ろ
は
、
現
在
の
計
画
ど
お

り
粛
々
と
進
め
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。

趣
旨
採
択

（
可
否
同
数
に
よ
り
委
員
長
裁
決
）

※�

（
趣
旨
採
択
）
願
意
は
十
分
理
解
で
き
る

が
、
採
択
に
は
至
ら
な
い
も
の

宮
若
市
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

都
市
計
画
法
に
基
づ
き
、
都
市
計
画
に
関

す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
、
都
市
計
画
審

議
会
設
置
の
条
例
の
制
定
。

主
な
質
疑

・�
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
都
市
計
画
審
議
会
を

設
置
す
る
理
由
は
。

・�

委
員
選
任
の
基
準
等
は
あ
る
の
か
。

・�

審
議
会
の
人
数
が
10
人
と
な
っ
て
い
る
が
、

内
訳
は
決
め
て
い
る
の
か
。

答
弁

・�

都
市
計
画
審
議
会
は
、
県
内
を
見
て
も
設

置
し
て
い
な
い
自
治
体
が
ほ
と
ん
ど
な
い

と
い
う
状
況
で
あ
る
こ
と
や
、
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
等
の
見
直
し
や
計
画
策
定
の
た
め

に
設
置
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。

・�

基
準
等
は
な
い
が
、
学
識
経
験
者
に
つ
い

て
は
、
他
の
自
治
体
を
参
考
に
、
大
学
の

教
授
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
他
の
委
員
に

つ
い
て
も
、
各
自
治
体
を
参
考
に
整
理
し

て
い
き
た
い
。

・�

学
識
経
験
者
が
３
名
、
市
議
会
議
員
が
２

名
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
が
３
名
、
市

民
が
２
名
と
考
え
て
い
る全

会
一
致
で
可
決

宮
若
市
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
構
想
総

合
戦
略（
第
３
期
宮
若
市
ま
ち・ひ
と・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
）及
び
宮
若
市

人
口
ビ
ジ
ョ
ン（
令
和
６
年
度
改
訂
）の

策
定
に
つ
い
て

平
成
26
年
に
施
行
さ
れ
た
「
ま
ち・ひ
と・

し
ご
と
創
生
法
」の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
や
人
口
減
少
等

の
課
題
に
一
体
的
に
取
り
組
む
た
め
、
引
き

続
き
、
令
和
７
年
度
か
ら
５
年
間
を
期
間
と

す
る
「
宮
若
市
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
構
想
総

合
戦
略
（
第
３
期
宮
若
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し

市
長
報
告

◆
市
長
報
告	

1

産
業
建
設
委
員
会

委
員
長　
弓
削
田　
敬
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ご
と
創
生
総
合
戦
略
）」及
び「
宮
若
市
人
口

ビ
ジ
ョ
ン（
令
和
６
年
度
改
訂
版
）」を
策
定

し
ま
し
た
。

「
宮
若
市
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
構
想
総
合

戦
略
」
は
、
国
の
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家

構
想
総
合
戦
略
」
を
踏
ま
え
、
大
学
教
授
や

企
業
、
金
融
、
報
道
、
地
元
商
工
団
体
等
の

代
表
者
等
で
構
成
す
る
「
宮
若
市
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
推
進
会
議
」
の
意
見
を
反

映
し
、
策
定
し
て
い
ま
す
。

「
宮
若
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
は
、
国
立

社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
示
す
人
口

推
計
等
を
基
に
、
本
市
の
動
向
分
析
や
長
期

的
な
将
来
人
口
の
推
計
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え

た
今
後
の
目
指
す
べ
き
方
向
な
ど
を
示
し
て

い
ま
す
。

今
般
、
国
は
更
に
新
た
な
地
方
創
生
施
策

を
展
開
す
る
と
し
、
関
連
予
算
の
増
額
及
び

使
途
の
自
由
度
の
向
上
な
ど
大
幅
に
拡
充
さ

れ
る
と
の
こ
と
で
、
今
後
、
本
総
合
戦
略
に

掲
げ
る
各
施
策
の
数
値
目
標
の
達
成
に
向

け
、
積
極
的
に
補
助
制
度
を
活
用
し
な
が

ら
、
地
方
創
生
へ
の
取
組
を
深
化
さ
せ
て
い

き
ま
す
。

第
３
期
宮
若
市
子
ど
も・子
育
て
支
援

事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

本
計
画
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第

61
条
の
規
定
に
基
づ
く
計
画
で
、
令
和
２
年

度
か
ら
令
和
６
年
度
ま
で
の
第
２
期
宮
若
市

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
実
績
や

課
題
等
を
踏
ま
え
、
新
た
に
令
和
７
年
度
か

ら
５
年
間
に
お
け
る
本
計
画
を
策
定
し
ま

し
た
。

計
画
の
策
定
で
は
、
就
学
前
の
児
童
及
び

小
学
生
の
い
る
全
世
帯
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
、
子
育
て
当
事
者
か
ら
の

幅
広
い
意
見
聴
取
に
努
め
る
と
と
も
に
、
子

育
て
支
援
従
事
者
や
学
識
経
験
者
、
就
学
前

の
児
童
及
び
小
中
学
生
の
保
護
者
な
ど
で
構

成
す
る
「
宮
若
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
」

に
お
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
加
え
て
、
昨

年
12
月
18
日
か
ら
本
年
１
月
16
日
ま
で
宮
若

市
自
治
基
本
条
例
に
基
づ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
実
施
し
、
12
件
の
意
見
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

計
画
の
概
要
と
し
て
、第
１
章
に
、社
会
的

な
背
景
や
計
画
期
間
、
今
後
策
定
を
進
め
る

こ
ど
も
計
画
と
の
関
係
を
、
第
２
章
は
「
宮

若
市
の
こ
ど
も
・
子
育
て
家
庭
を
取
り
巻
く

現
状
」、第
３
章
は
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

み
る
現
状
」
と
し
、
統
計
的
な
デ
ー
タ
や
前

述
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
よ
っ
て
基
礎
的

な
資
料
を
整
理
、
分
析
し
て
い
ま
す
。
第
４

章
は
「
す
べ
て
の
こ
ど
も
の
笑
顔
の
た
め
に�

み
ん
な
で
支
え
る
子
育
て
の
ま
ち
」
を
基
本

理
念
と
し
、
基
本
的
な
視
点
を
定
め
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
将
来
の
こ
ど
も
の
数
を
推
計

し
、「
就
学
前
の
教
育・保
育
」
及
び
「
地
域

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
」
に
対
す
る
ニ

ー
ズ
量
と
、
こ
れ
に
対
す
る
提
供
体
制
に
つ

い
て
定
め
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
こ
ど
も
・
若
者
の
育
成
支
援
や

貧
困
対
策
、
少
子
化
対
策
な
ど
の
こ
ど
も
に

関
す
る
様
々
な
課
題
に
対
し
て
、
総
合
的
、

計
画
的
に
施
策
を
実
施
し
て
い
く
た
め
の

「
第
１
期
宮
若
市
こ
ど
も
計
画
」の
策
定
を
進

め
、
効
率
的
な
進
捗
管
理
等
を
実
施
し
て
い

き
ま
す
。

第
２
期
宮
若
市
自
殺
対
策
計
画
の
策
定

に
つ
い
て

自
殺
対
策
基
本
法
に
お
い
て
、市
町
村
は
、

自
殺
総
合
対
策
大
綱
及
び
都
道
府
県
自
殺
対

策
計
画
並
び
に
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
、
当

該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
自
殺
対
策
に

つ
い
て
の
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

本
市
に
お
い
て
は
、
現
計
画
が
令
和
６
年

度
末
で
終
了
す
る
た
め
、
新
た
に
令
和
７
年

度
か
ら
５
年
間
を
期
間
と
す
る
「
第
２
期
宮

若
市
自
殺
対
策
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
や
、
各
市
町
村
の
自
殺
対
策
に
必

要
な
地
域
自
殺
実
態
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
等
を
反

映
す
る
と
と
も
に
、「
第
１
次
宮
若
市
健
康

増
進
計
画
」
と
の
整
合
性
を
図
り
、
ま
た
、

昨
年
12
月
10
日
か
ら
本
年
１
月
８
日
ま
で
自

治
基
本
条
例
に
基
づ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
し
て
、
策
定
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。

本
計
画
で
は
、
自
殺
は
追
い
込
ま
れ
た
末

の
死
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
過
労
や
生
活

困
窮
、
育
児
や
介
護
疲
れ
と
い
っ
た
社
会
的

要
因
が
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
の
も
と
、
自

殺
防
止
に
関
す
る
啓
発
や
相
談
体
制
を
充

実・強
化
し
、自
殺
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
あ

る
人
を
見
逃
さ
な
い
た
め
の
取
組
と
し
て
、

基
本
施
策
と
本
市
の
現
状
を
踏
ま
え
た
重
点

施
策
を
定
め
て
い
ま
す
。

宮
若
市
外
二
町
じ
ん
芥
処
理
施
設
組

合
に
お
け
る
ご
み
処
理
施
設
整
備
の
経

過
に
つ
い
て

現
在
、
次
期
ご
み
処
理
施
設
の
整
備
に
お

い
て
基
本
構
想
を
兼
ね
る
部
分
も
含
め
て
必

要
な
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

１
つ
目
と
し
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
区

域
内
の
一
般
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
や
適
正
な

処
理
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
策
定
し
て
い
る

「
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
」
に
つ
い
て
、

お
お
む
ね
５
年
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
素
案
を

作
成
し
、
令
和
６
年
12
月
23
日
か
ら
令
和
７

年
１
月
21
日
ま
で
の
間
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
３
件
の
意
見
が
出

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
対
応
を
検
討
し
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
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ま
す
。

２
つ
目
は
、
国
の
循
環
型
社
会
形
成
推
進

交
付
金
を
活
用
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
申
請

に
必
要
な
計
画
で
あ
る
「
循
環
型
社
会
形
成

推
進
地
域
計
画
」
の
策
定
で
す
。
こ
の
計
画

に
は
、
地
域
の
循
環
型
社
会
を
推
進
す
る
た

め
の
基
本
的
な
事
項
、
対
象
と
な
る
地
域
、

計
画
期
間
、
基
本
的
な
方
向
、
処
理
体
制
、

整
備
を
予
定
す
る
処
理
施
設
の
規
模
等
に
つ

い
て
具
体
的
に
記
述
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
現
時
点
の
状
況
と
し
て
は
、
県
と
の

協
議
を
実
施
し
、
そ
の
修
正
を
反
映
さ
せ
た

も
の
を
国
に
打
診
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

３
つ
目
は
、
浸
出
水
処
理
施
設
及
び
埋
立

処
分
場
の
今
後
の
方
向
性
を
定
め
る
、「
浸
出

水
処
理
施
設
整
備
計
画
」
の
策
定
を
進
め
て

い
ま
す
。
資
料
及
び
現
地
の
詳
細
な
調
査
、

事
業
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
実
施
し
た
結
果
、

浸
出
水
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
回
転
円
板

に
よ
る
水
処
理
方
式
が
現
在
主
流
で
は
な
い

こ
と
か
ら
、
修
繕
品
、
特
に
施
設
整
備
時
か

ら
交
換
し
て
い
な
い
回
転
円
板
の
部
品
の
確

保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
部
品
の
製
作
が
可
能
な
メ

ー
カ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
り
、
埋
立

処
分
場
に
つ
い
て
も
、
閉
鎖
時
の
覆
土
も
含

め
た
使
用
可
能
期
間
が
15
年
程
度
は
確
保
で

き
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
リ
サ
イ

ク
ル
を
推
進
し
、
搬
入
物
の
減
容
化
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
可
燃
ご
み
処
理
施
設
及
び
リ

サ
イ
ク
ル
施
設
の
更
新
後
を
目
途
に
方
向
性

を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
浸
出
水
処
理
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は

数
年
間
時
期
を
ず
ら
し
、
施
設
整
備
費
用
の

平
準
化
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
施
設
整
備
の
方
針
に
つ
い
て
は
、

本
城
地
区
を
最
終
候
補
地
と
し
て
、
現
施
設

の
設
備
の
総
入
れ
替
え
を
行
い
、
環
境
の
負

荷
を
軽
減
す
る
処
理
方
式
の
施
設
へ
改
修
を

行
う
案
に
つ
い
て
、
優
先
的
に
検
討
し
て
い

く
と
と
も
に
、
現
施
設
を
利
活
用
し
て
実
現

可
能
な
他
の
手
法
に
つ
い
て
も
並
行
し
て
検

討
し
、
マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
施
設
に
つ

い
て
は
、
既
設
の
泉
水
最
終
処
分
場
の
前
処

理
施
設
を
稼
働
し
な
が
ら
敷
地
内
に
建
替
え

が
可
能
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
を
含
む
社
会

資
本
整
備
に
つ
い
て
は
、
手
続
に
お
け
る
透

明
性
及
び
客
観
性
の
確
保
、
効
率
性
の
一
層

の
向
上
を
図
る
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
、
具

体
的
手
法
と
し
て
、
費
用
対
効
果
分
析
が
有

効
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
が
循
環
型

社
会
形
成
推
進
交
付
金
事
業
の
採
択
要
件
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
完
了
後
速
や
か

に
報
告
を
す
る
と
と
も
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

に
て
公
表
し
、
令
和
７
年
度
策
定
予
定
の
民

間
活
力
導
入
可
能
性
調
査
を
含
め
た
「
ご
み

処
理
施
設
整
備
基
本
計
画
」
に
反
映
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

民
事
調
停
の
報
告
に
つ
い
て

市
営
住
宅
入
居
者
の
う
ち
滞
納
月
数
が
３

箇
月
以
上
の
者
２
名
を
対
象
と
し
ま
し
た

が
、
１
名
は
調
停
の
申
立
て
前
に
滞
納
家
賃

等
の
納
付
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

残
る
１
名
は
、
11
月
13
日
に
直
方
簡
易
裁

判
所
に
調
停
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
調
停

の
申
立
て
後
に
納
付
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
３
次
宮
若
市
子
ど
も
読
書
活
動
推

進
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村

は
、
国
や
県
が
定
め
る
子
ど
も
読
書
活
動
推

進
計
画
を
基
本
と
し
、
当
該
市
町
村
の
子
ど

も
の
読
書
活
動
の
推
進
の
状
況
等
を
踏
ま

え
、
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に
関
す
る

施
策
に
つ
い
て
の
計
画
を
策
定
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
度
末
を
も
っ
て
現
計
画
が
終
了

す
る
た
め
、
新
た
に
令
和
７
年
度
か
ら
５
年

間
を
期
間
と
す
る
第
３
次
宮
若
市
子
ど
も
読

書
活
動
推
進
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

計
画
の
策
定
に
当
っ
て
は
、
現
計
画
の
実

績
や
課
題
等
を
踏
ま
え
、
市
民
の
皆
様
の
意

見
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
た
め
、
小
中
学

生
や
就
学
前
の
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
県
教
育
委
員

会
や
学
校
代
表
者
、
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
等
で
構
成
さ
れ
た
「
第
３
次
宮
若
市
子

ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画
策
定
委
員
会
」
に

お
い
て
素
案
を
検
討
し
、
昨
年
12
月
８
日
か

ら
本
年
１
月
８
日
ま
で
、
宮
若
市
自
治
基
本

条
例
に
基
づ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実

施
し
ま
し
た
。

本
計
画
で
は
、
目
標
を
「
い
つ
で
も
・
ど

こ
で
も
本
に
出
会
え
る
宮
若
っ
子
」
と
位
置

付
け
、
家
庭
や
地
域
、
学
校
等
の
皆
様
と
と

も
に
、
子
ど
も
の
読
書
活
動
推
進
の
た
め
の

取
組
を
推
進
し
ま
す
。

宮
若
北
部
工
業
用
地
造
成
事
業
に
関

す
る
進
捗
状
況
に
つ
い
て

令
和
２
年
９
月
か
ら
、
新
た
な
工
業
団
地

造
成
事
業
と
し
て
、
福
岡
県
が
事
業
主
体
と

な
り
、
本
市
と
連
携
し
て
取
組
を
進
め
て
お

り
、
令
和
３
年
12
月
中
旬
よ
り
用
地
補
償
交

渉
を
開
始
し
、
３
年
２
箇
月
に
わ
た
り
地
権

者
と
の
交
渉
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

令
和
７
年
２
月
１
日
現
在
の
用
地
交
渉
の

進
捗
と
し
て
全
体
の
８
割
強
の
地
権
者
と
契

約
を
締
結
し
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
福
岡
県
と
連
携
し
、
工
業
用
地

造
成
事
業
の
早
期
完
成
に
向
け
て
、
用
地
交

渉
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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市 政 を 問 う

質問者 質問事項 QR

1. 
染矢 正次

1. ふれタク（AI デマンドタクシ
ー）の福祉車両について伺う

2. 就学前健診について伺う

2. 
弓削田 敬

1. 市長のハラスメント行為に対
する対応について伺う

3. 
清水 健太郎

1. 学校教育と不登校支援につい
て

2. 高齢者、障がい者福祉と公共
交通について

4. 
谷口 重隆

1. ゴミゼロに向けたまちづくり
について

5. 
寳部 勝

1. 地域コミュニティのまちづくり
について伺う

質問者 質問事項 QR

6. 
藤春 優二

1. こども食堂支援事業について
2. 地域経済の活性化や消費活性

化事業について

7. 
山元 秀一

1. 安心安全、住みよいまちづくり
について問う

8. 
柴田 裕美子

1. 命を守るための子どもたちへ
のライフジャケット普及につ
いて伺う

9. 
松岡 史倫

1. 地域おこし協力隊について問
う

※ �QRから、一般質問の録画映像がご覧いただけます。�
会議録は、議会事務局、若宮総合支所ハートフル、市内図書館および宮若市議会ホームぺージからご覧いただけます。

一般質問は市民を代表し、市の施策・方針や課題について問います

一般質問
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市 政 を 問 う 一般質問
ふ
れ
タ
ク
（
Ａ
Ｉ
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
）
の
福

祉
車
両
に
つ
い
て
伺
う

就
学
前
健
診
に
つ
い
て
伺
う

問　
車
椅
子
対
応
車
両
の

利
用
状
況
に
つ
い
て
伺

う
。

答　
市
長

福
祉
車
両
の
利
用
登
録

者
は
、
本
年
１
月
31
日
現

在
に
お
い
て
７
名
で
、
利

用
状
況
に
つ
い
て
は
、
福

祉
車
両
導
入
以
降
、
１
名

の
方
が
利
用
さ
れ
て
い
る

状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
福
祉
車

両
の
利
用
促
進
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

障
が
い
の
あ
る
方
や
介
護

認
定
を
受
け
ら
れ
た
方
々

が
利
用
し
や
す
い
サ
ー
ビ

ス
の
構
築
に
向
け
、
現

在
、
運
行
事
業
者
や
関
係

機
関
と
の
協
議
を
始
め
て

い
ま
す
。

問　
車
椅
子
を
利
用
さ
れ

て
い
る
方
が
乗
降
ポ
イ
ン

ト
ま
で
行
く
の
が
大
変
と

言
わ
れ
て
い
た
。
改
善
方

法
等
は
あ
る
か
。

答　
産
業
観
光
課
長

車
椅
子
を
利
用
さ
れ
て

い
る
方
に
つ
い
て
は
、
乗

降
ポ
イ
ン
ト
ま
で
来
て
い

た
だ
い
て
の
乗
車
等
は
困

難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ド

ア
ツ
ー
ド
ア
の
検
討
も
必

要
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
そ
の
対
応
は
車
椅
子

利
用
者
だ
け
な
の
か
。

答　
産
業
観
光
課
長

車
椅
子
の
利
用
者
だ
け

で
は
な
く
、
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
の
方
や
介
護
認

定
を
受
け
ら
れ
た
方
な
ど

も
含
め
て
対
応
で
き
る
か

に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と

検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

問　
５
歳
児
健
診
の
導
入

に
つ
い
て
伺
う
。

答　
市
長

５
歳
児
健
診
の
目
的
に

つ
い
て
は
、
言
語
の
理
解

能
力
が
高
ま
り
、
発
達
障

害
が
認
知
さ
れ
る
時
期
で

あ
り
、
こ
ど
も
の
特
性
を

早
期
に
発
見
し
、
幼
児
の

健
康
の
保
持
及
び
増
進
を

図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

本
市
に
お
け
る
５
歳

児
健
診
の
導
入
に
つ
い
て

は
、
医
師
等
の
専
門
ス
タ

ッ
フ
の
確
保
が
困
難
な
た

め
、
体
制
が
整
わ
な
い
な

ど
の
課
題
が
あ
る
こ
と
か

ら
実
施
に
至
っ
て
は
い
ま

せ
ん
が
、
保
健
師
と
言
語

聴
覚
士
が
市
内
の
保
育

所
・
幼
稚
園
を
定
期
的
に

訪
問
し
、
保
護
者
の
同
意

の
下
、
集
団
生
活
の
場
で

の
こ
ど
も
の
様
子
の
把
握

や
、
保
育
士
・
幼
稚
園
教

諭
と
の
情
報
交
換
を
通
し

て
、
乳
幼
児
健
診
以
外
の

場
に
お
い
て
も
発
達
障
害

等
の
疑
い
の
あ
る
こ
ど
も

を
早
期
に
把
握
し
、
適
切

な
支
援
に
つ
な
ぐ
取
組
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

市
長
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
に
対
す
る
対
応

に
つ
い
て
伺
う

問　
昨
年
の
９
月
に
否
決

し
た
市
長
の
給
与
削
減
を

ど
う
理
解
し
て
い
る
の
か

伺
う
。

答　
市
長

昨
年
９
月
市
議
会
定
例

会
で
否
決
さ
れ
た
市
長
の

給
与
を
６
箇
月
に
わ
た
り

６
割
減
じ
る
条
例
に
つ
い

て
は
、
私
の
反
省
と
覚
悟

を
示
す
意
味
で
提
案
し
た

も
の
で
す
。
議
決
の
際
に

は
、
自
ら
の
給
与
削
減
を

先
行
す
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
は
安
心
、
安
全
で
働

き
や
す
い
職
場
環
境
の
構

築
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ

る
等
の
ご
意
見
も
い
た
だ

い
て
い
る
た
め
、
全
て
の

職
員
が
働
き
や
す
い
良
好

な
職
場
環
境
づ
く
り
に
取

り
組
む
べ
く
、
本
市
議
会

定
例
会
に
お
い
て
「
宮
若

市
市
長
等
及
び
職
員
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に

関
す
る
条
例
」
を
提
案
し

て
い
ま
す
。
併
せ
て
、
職

員
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
り
な
が
ら
更
な
る

信
頼
関
係
の
構
築
に
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

問　
12
月
と
３
月
と
２
回

の
本
会
議
で
減
額
条
例
を

出
さ
な
か
っ
た
理
由
は
。

答　
市
長

９
月
議
会
に
出
し
た
と

き
に
は
、
県
か
ら
情
報
を

頂
く
な
ど
、
様
々
な
こ
と

を
調
べ
て
、
自
分
が
ど
う

す
べ
き
か
し
っ
か
り
考
え

て
出
し
た
結
論
で
す
。
そ

れ
を
議
会
で
認
め
い
た
だ

け
な
か
っ
た
と
い
う
非
常

に
残
念
な
結
果
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
、
そ
れ
以
下
の

こ
と
を
出
す
こ
と
は
私
と

し
て
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、同
じ
も
の
を
12
月
、３

月
に
出
し
た
と
し
て
も
、

結
論
は
同
じ
で
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
控
え
た
と
こ

ろ
で
す
。

問　

給
与
減
額
の
条
例

は
、も
う
出
さ
な
い
の
か
。

答　
市
長

減
額
の
条
例
を
出
す
気

持
ち
が
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
の

と
こ
ろ
、
考
え
て
い
ま

せ
ん
。

問　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

条
例
上
程
時
に
、市
長
は
、

幕
引
き
で
は
な
い
と
言
っ

た
。
で
は
、
こ
の
問
題
の

最
終
結
末
は
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
伺
う
。

答　
市
長

本
条
例
の
制
定
を
も
っ

て
幕
引
き
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、
職
員
が
働
き
や

す
い
職
場
環
境
の
構
築
と

職
員
と
の
良
好
な
関
係
を

作
っ
て
い
く
努
力
を
継
続

す
る
こ
と
が
責
務
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

染矢　正次

弓削田　敬
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市 政 を 問 う一般質問
学
校
教
育
と
不
登
校
支
援
に
つ
い
て

高
齢
者
、障
が
い
者
福
祉
と
公
共
交
通
に
つ
い
て

問　
学
校
の
教
職
員
配
置
と

そ
の
業
務
に
つ
い
て
問
う
。

答　
教
育
長
職
務
代
理
者

教
職
員
の
配
置
は
、
児

童
生
徒
数
に
基
づ
く
学
級

数
に
応
じ
て
配
置
定
数
が

決
ま
り
ま
す
。
こ
こ
に
、定

数
要
望
運
動
に
よ
り
加
配

教
員
が
配
置
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。こ
の
加
配
教

員
は
、職
名
に
よ
っ
て
業
務

が
異
な
り
、児
童
生
徒
の
支

援
業
務
、
授
業
の
指
導
方

法
を
工
夫
す
る
業
務
、あ
る

教
科
に
特
化
し
て
授
業
を

す
る
業
務
等
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、学
力
向
上
教

科
指
導
員
や
特
別
支
援
教

育
支
援
員
等
を
市
の
予
算

で
配
置
し
て
い
ま
す
。

問　
不
登
校
支
援
の
内
容

や
課
題
に
つ
い
て
問
う
。

答　
教
育
長
職
務
代
理
者

各
学
校
は
、
県
教
育
委

員
会
の
「
不
登
校
を
生
ま

な
い
福
岡
ア
ク
シ
ョ
ン
３
」

を
基
に
、「
各
学
校
の
ア
ク

シ
ョ
ン
３
」
を
作
成
し
て

取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
の「
ア
ク
シ
ョ
ン
３
」は
、

教
員
や
保
護
者
が
共
通
し

て
実
践
す
べ
き
内
容
や
役

割
を
明
確
化
し
、
不
登
校

対
策
の
重
要
性
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
、
き
め
細
や

か
な
取
組
の
充
実
を
図
る

こ
と
で
、
不
登
校
の
解
決

を
目
指
す
も
の
で
す
。

全
体
的
な
課
題
と
し
て

は
、
不
登
校
の
要
因
や
実

情
は
、
一
人
一
人
異
な
る

た
め
、
支
援
の
仕
方
も
そ

れ
ぞ
れ
で
異
な
り
、
教
員

の
負
担
が
増
加
し
て
い
る

こ
と
で
す
。

問　
現
在
の
高
齢
者
、
障

が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

お
け
る
交
通
問
題
に
つ
い

て
問
う
。

答　
市
長

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
は
、
自
動
車
運

転
免
許
証
を
返
納
し
た
方

に
タ
ク
シ
ー
利
用
券
、
宮

若
市
乗
合
バ
ス
回
数
券
、

交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
を
交
付
し
て
い
ま
す

が
、
持
続
的
な
移
動
手
段

の
確
保
に
は
至
っ
て
い
な

い
状
況
で
す
。

次
に
、
障
が
い
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、

手
帳
所
持
者
が
、
公
共
の

交
通
機
関
を
利
用
す
る
場

合
に
、
割
引
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
市
独
自
の
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
は
、
在
宅

の
重
度
障
が
い
者
等
に
対

し
て
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
料

金
助
成
事
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
公
共
交
通
の

移
動
手
段
の
構
築
等
に
対

す
る
取
組
等
に
つ
い
て

は
、
障
が
い
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
制
度
上
、
特
に

行
っ
て
は
い
な
い
状
況

で
す
。

ゴ
ミ
ゼ
ロ
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

問　
住
民
の
良
好
な
生
活

環
境
を
構
築
す
る
た
め
に

は
、
環
境
問
題
は
非
常
に

重
要
で
あ
る
と
捉
え
て
い

る
。
そ
こ
で
、
美
し
い
ま

ち
宮
若
を
確
立
す
る
た
め

の
取
組
に
つ
い
て
伺
う
。

答　
市
長

本
市
の
取
組
と
し
て

は
、
不
法
投
棄
を
許
さ
な

い
環
境
づ
く
り
の
た
め

に
、
宮
若
市
環
境
衛
生
連

合
会
を
始
め
、自
治
会
、市

民
や
市
内
企
業
に
ご
協
力

を
い
た
だ
き
、
毎
年
５
月

30
日
を
基
準
日
と
す
る
遠

賀
川
水
系
一
斉
清
掃
、
い

わ
ゆ
る「
ご
み
ゼ
ロ
」や
、

毎
年
11
月
第
３
日
曜
日
の

「
環
境
ク
リ
ー
ン
作
戦
及

び
市
内
一
斉
清
掃
」
な
ど

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
冷

蔵
庫
、
洗
濯
機
な
ど
の
大

型
ご
み
の
不
法
投
棄
は
、

大
幅
に
減
少
し
て
い
ま
す

が
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
弁

当
ガ
ラ
等
の
ポ
イ
捨
て
ご

み
は
、
後
を
絶
た
な
い
状

況
で
す
。

不
法
投
棄
防
止
看
板
の

設
置
や
不
法
投
棄
が
多
い

場
所
へ
の
監
視
カ
メ
ラ
の

設
置
な
ど
、引
き
続
き
、ポ

イ
捨
て
し
に
く
い
環
境
づ

く
り
に
努
め
、
ご
み
ゼ
ロ

に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

問　
不
法
投
棄
と
監
視
カ

メ
ラ
設
置
の
現
状
は
。

答　
環
境
保
全
課
長

令
和
５
年
度
で
は
15
ト

ン
回
収
し
て
い
ま
す
。

監
視
カ
メ
ラ
は
、
四
郎

丸
地
区
と
日
陽
地
区
に
固

定
式
の
、
桐
野
地
区
、
龍

徳
地
区
、
鶴
田
地
区
に
移

動
式
の
不
法
投
棄
監
視
カ

メ
ラ
を
設
置
し
運
用
し
て

い
ま
す
。

問　
不
法
投
棄
ご
み
の
回

収
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応

を
行
っ
て
い
る
か
。

答　
環
境
保
全
課
長

産
業
廃
棄
物
と
思
わ
れ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
福

岡
県
嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福

祉
環
境
事
務
所
に
連
絡

し
、
共
同
で
処
理
を
行
っ

て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
の
連
絡
を
受

け
た
場
合
、
ま
ず
は
現
地

確
認
を
行
い
、
投
棄
物
か

ら
個
人
が
特
定
で
き
る
場

合
は
、
直
方
警
察
署
に
通

報
し
て
い
ま
す
。

金
生
地
区
の
不
法
投
棄

に
つ
い
て
は
産
業
廃
棄
物

が
投
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
対
応
は
、
福
岡
県
嘉

穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境

事
務
所
が
窓
口
と
な
り
、

現
在
、
直
方
警
察
署
で
捜

査
中
で
す
。

谷口　重隆

清水　健太郎
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市 政 を 問 う 一般質問
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て
伺
う

こ
ど
も
食
堂
支
援
事
業
に
つ
い
て

地
域
経
済
の
活
性
化
や
消
費
活
性
化
事
業
に

つ
い
て

問　
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
課
題
解
決
の
た

め
、
今
後
具
体
的
な
活
動

計
画
を
取
り
ま
と
め
、
令

和
８
年
度
か
ら
活
動
が
実

施
で
き
る
よ
う
努
め
ま

す
。」と
施
政
方
針
に
も
あ

る
が
、
ど
の
よ
う
に
努
め

て
い
く
の
か
伺
う
。

答　
市
長

令
和
５
年
度
か
ら
中
ブ

ロ
ッ
ク
自
治
会
協
議
会
を

モ
デ
ル
地
区
と
し
て
、
持

続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形
成
を
目
指
し
、

取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
２
年
間
で

は
、
中
ブ
ロ
ッ
ク
自
治
会

協
議
会
が
抱
え
る
課
題
や

魅
力
な
ど
を
地
域
の
方
々

と
共
有
し
、
今
後
の
ブ
ロ

ッ
ク
活
動
の
方
向
性
を
話

し
合
っ
て
き
ま
し
た
。

令
和
７
年
度
に
お
い
て

は
、
実
現
可
能
な
具
体
的

な
地
域
活
動
活
性
化
計
画

を
立
て
、
令
和
８
年
度
に

は
そ
れ
を
実
施
す
る
予
定

と
な
っ
て
い
ま
す
。
他
の

ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
年

次
的
に
取
組
を
広
げ
て
い

け
る
よ
う
支
援
し
て
い
き

ま
す
。

問　
地
元
自
治
会
か
ら
の

陳
情
書
に
よ
る
と
、
建
物

が
45
坪
、
駐
車
台
数
26
台

と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

で
吉
川
ブ
ロ
ッ
ク
の
拠
点

施
設
と
言
え
る
の
か
伺

う
。

答　
教
育
長
職
務
代
理
者

吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
整
備
に
つ
い
て

は
、
請
願
書
が
令
和
３
年

12
月
定
例
会
で
採
択
さ
れ

て
以
降
、
本
格
的
に
取
組

を
開
始
し
、
４
回
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
会
議
を
経

て
、
令
和
５
年
11
月
臨
時

会
に
お
い
て
、
現
在
の
吉

川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
周
辺
地
を
活
用
し
整
備

す
る
こ
と
を
報
告
し
ま

し
た
。

ま
た
、
令
和
６
年
６
月

定
例
会
で
は
、
新
た
な
用

地
は
取
得
せ
ず
、
現
在
の

敷
地
を
活
用
す
る
こ
と
と

し
、建
物
に
つ
い
て
は
、現

施
設
の
改
築
で
は
な
く
、

規
模
を
縮
小
し
て
の
新
築

で
進
め
て
い
く
こ
と
を
報

告
し
ま
し
た
。
吉
川
ブ
ロ

ッ
ク
の
拠
点
と
な
る
施
設

を
目
指
し
、
取
組
を
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

問　
昨
年
の
10
月
29
日
の

懇
談
会
で
、
市
長
は
建
物

が
45
坪
と
言
わ
れ
た
。
こ

れ
は
ど
こ
で
決
め
た
の
か
。

答　
市
長

確
か
に
45
坪
と
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
私
の
勘
違

い
で
あ
り
、
申
し
訳
な
く

思
っ
て
い
ま
す
。
教
育
民

生
委
員
会
で
の
報
告
に
お

け
る
イ
メ
ー
ジ
図
で
は
51

坪
と
し
て
い
ま
す
。

問　
こ
ど
も
の
育
ち
を
支

援
す
る
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
ど
も
食
堂

は
、
こ
ど
も
の
貧
困
対
策

や
地
域
交
流
の
拠
点
と
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
本
市
は
新
設
す

る
こ
ど
も
食
堂
支
援
事
業

で
中
長
期
的
に
ど
の
よ
う

な
支
援
効
果
を
目
指
し
て

い
く
の
か
伺
う
。

答　
市
長

多
様
な
困
難
を
抱
え
る

子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、

安
心
安
全
で
気
軽
に
立
ち

寄
る
こ
と
が
で
き
る
こ
ど

も
食
堂
は
、
食
事
等
の
提

供
場
所
と
な
り
、
家
庭
や

学
校
以
外
の
新
た
な
こ
ど

も
の
居
場
所
と
し
て
も
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
市

の
こ
ど
も
食
堂
に
つ
い
て

は
、
拠
点
を
持
た
な
い
移

動
形
式
の
１
団
体
の
み
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
運
営

に
お
い
て
も
寄
附
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
賄
わ
れ
て
い

る
た
め
、
ス
タ
ッ
フ
不
足

や
資
金
不
足
に
陥
り
や
す

く
継
続
が
難
し
い
と
い
う

課
題
が
あ
り
ま
す
。

今
回
新
設
す
る
こ
ど
も

食
堂
支
援
事
業
は
、
運
営

補
助
金
の
活
用
に
よ
り
、

ま
ず
は
既
存
の
団
体
に
よ

る
安
定
し
た
こ
ど
も
食
堂

の
運
営
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
同
時
に
開
設
費

補
助
金
の
活
用
に
よ
り
、

新
た
な
団
体
の
参
入
支
援

も
行
い
ま
す
。

問　
施
政
方
針
の
重
点
的

な
取
組
事
業
に
も
掲
げ
ら

れ
て
い
る
地
域
経
済
の
活

性
化
や
消
費
活
性
化
事
業

は
、
本
市
の
交
流
人
口
や

関
係
人
口
に
対
し
、
社
会

教
育
施
設
の
活
用
を
含
め

様
々
な
施
策
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
と
考
え
る

が
、本
市
の
考
え
を
伺
う
。

答　
市
長

地
域
経
済
の
活
性
化
や

個
人
消
費
の
喚
起
を
目
的

と
し
て
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付

き
地
域
振
興
券
を
拡
充
し

て
発
行
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
観
光
消
費
額
の

増
加
に
向
け
て
は
、
サ
イ

ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
ト
レ

イ
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進

を
図
る
こ
と
に
加
え
、
本

市
へ
の
観
光
客
に
対
し
て

旅
行
支
援
を
行
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
西
鞍
の

丘
総
合
運
動
公
園
や
東
部

総
合
運
動
公
園
な
ど
の
社

会
教
育
施
設
の
活
用
に
関

し
て
は
、
サ
ッ
カ
ー
大
会

や
野
球
大
会
な
ど
で
多
数

の
来
場
者
が
あ
り
な
が

ら
、
地
域
経
済
の
活
性
化

に
十
分
に
結
び
付
け
る
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
状
況

が
あ
る
た
め
、
関
係
部
署

の
連
携
を
強
化
し
て
対
応

し
ま
す
。

藤春　優二

寳部　勝
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市 政 を 問 う一般質問

山元　秀一

柴田　裕美子

安
心
安
全
、住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

問
う

問　
匿
名
・
流
動
型
犯
罪

の
発
生
が
多
数
報
道
さ

れ
、
住
民
の
不
安
感
は
大

き
く
な
っ
て
い
る
。
防
犯

に
対
す
る
取
組
を
伺
う
。

答　
市
長

要
綱
に
基
づ
き
申
請
さ

れ
た
自
治
会
等
に
対
し
、

Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
器
具
の
新

規
設
置
に
は
上
限
２
１
，

０
０
０
円
、
交
換
に
は
、

１
５
，
０
０
０
円
を
上
限

に
補
助
金
を
交
付
な
ど
、

防
犯
灯
を
設
置
す
る
こ
と

で
、
安
全
で
安
心
し
て
生

活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に

努
め
て
い
ま
す
。

自
治
会
な
ど
の
地
縁
組

織
が
解
散
し
た
場
合
は
、

防
犯
灯
の
維
持
管
理
の
み

を
担
う
団
体
に
よ
る
運
営

の
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
空
地
・
空
き
家
対
策

に
つ
い
て
法
整
備
は
進
ん

で
い
る
が
、
今
な
お
危
険

家
屋
が
存
在
す
る
。
危
険

解
消
へ
の
取
組
を
伺
う
。

答　
市
長

管
理
不
全
な
空
き
家

は
、
空
家
等
対
策
特
別
措

置
法
や
、
宮
若
市
空
家
等

対
策
計
画
に
基
づ
き
、
所

有
者
等
に
対
し
て
適
切
な

管
理
及
び
改
善
を
促
し
て

い
ま
す
。

特
に
、
倒
壊
の
危
険
性

が
高
い
空
き
家
に
対
し
て

は
、
解
体
撤
去
補
助
金
の

活
用
や
、
利
活
用
等
の
助

言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
『
ふ
れ
タ
ク
』の
利
用

が
促
進
さ
れ
、
市
内
交
通

の
利
便
性
は
向
上
し
て
い

る
が
、
来
訪
者
や
市
外
へ

の
ア
ク
セ
ス
は
十
分
と
は

言
え
な
い
。

本
市
唯
一
の
鉄
道
敷
設

で
あ
る
新
幹
線
宮
若
駅
の

実
現
が
、
将
来
に
わ
た
る

活
性
化
の
大
き
な
取
組
と

考
え
る
が
、
市
の
見
解
を

伺
う
。

答　
市
長

Ａ
Ｉ
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ

ー
に
よ
っ
て
、
市
内
で
の

市
民
の
移
動
手
段
の
確
保

を
図
っ
て
い
ま
す
が
、
市

外
や
来
訪
者
の
本
市
へ
の

ア
ク
セ
ス
は
、
Ｊ
Ｒ
九
州

バ
ス
や
西
鉄
高
速
バ
ス
に

頼
っ
て
お
り
、
利
便
性
の

悪
さ
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

現
在
、
直
方
市
に
お
い

て
新
幹
線
駅
の
建
設
に
向

け
た
機
運
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
新
幹
線
駅
の
建

設
に
つ
い
て
は
、
近
隣
自

治
体
を
は
じ
め
地
域
と
の

連
携
が
重
要
と
認
識
し
て

お
り
、
新
駅
の
必
要
性
と

費
用
対
効
果
等
を
慎
重
に

検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

命
を
守
る
た
め
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
ラ
イ
フ

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
普
及
に
つ
い
て
伺
う

問　
宮
若
市
水
難
事
故
防

止
対
策
協
議
会
の
取
組
に

つ
い
て
伺
う
。

答　
総
務
課
長

河
川
の
危
険
個
所
を
抽

出
し
、
立
入
禁
止
の
看
板

を
設
置
し
た
り
、
水
難
事

故
に
あ
わ
な
い
た
め
の
教

育
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
を
作

成
し
、
注
意
喚
起
・
啓
発

を
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

の
必
要
性
に
つ
い
て
の
認

識
を
伺
う
。

答　
市
長

川
な
ど
で
遊
ぶ
際
、
安

全
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
し
て
い
ま
す
。

問　
本
市
に
お
け
る
ラ
イ

フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
保
有
状

況
つ
い
て
伺
う
。

答　
社
会
教
育
課
長

中
央
公
民
館
で
現
在
41

枚
保
管
・
管
理
し
て
お
り

ま
す
。

問　
小
中
学
校
で
の
ラ
イ

フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
体
験
授
業

を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー

ル
の
一
環
と
し
て
行
っ
て

は
ど
う
か
。

答　
学
校
教
育
課
長

貴
重
な
ア
イ
デ
ア
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
一
昨
年

に
は
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

を
体
験
し
た
経
緯
も
あ
り

ま
す
が
、
ま
ず
学
校
の
授

業
で
事
故
が
起
き
な
い
よ

う
に
、
細
心
の
注
意
を
は

ら
い
な
が
ら
、
最
も
よ
い

方
法
に
つ
い
て
ス
モ
ー
ル

ス
テ
ッ
プ
で
歩
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
千
石
い
こ
い
の
里
の

管
理
施
設
や
脇
田
温
泉
施

設
で
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

の
レ
ン
タ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
を
設
置
し
て
は
ど
う

か
。

答　
副
市
長

子
ど
も
の
命
を
守
る
と

い
う
の
は
、
我
々
の
責
務

で
あ
り
、
そ
れ
を
果
た
す

た
め
の
一
つ
の
方
策
と
し

て
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が

あ
る
と
同
感
し
ま
す
。
貸

出
し
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提

案
も
大
変
興
味
深
い
提
案

だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し

た
ら
う
ま
く
そ
の
事
業
が

回
っ
て
い
く
の
か
を
、
し

っ
か
り
検
討
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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市 政 を 問 う 一般質問

松岡　史倫

地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
つ
い
て
問
う

問　
人
口
減
少
や
高
齢
化

等
の
進
行
が
著
し
い
地
方

に
お
い
て
、
地
域
外
の
人

材
を
積
極
的
に
誘
致
し
、

そ
の
定
住
・
定
着
や
地
域

活
性
化
を
図
る
こ
と
は
、

地
域
力
の
維
持
・
強
化
に

も
資
す
る
取
組
で
あ
り
、

有
効
な
方
策
と
考
え
る

が
、
こ
れ
ま
で
に
本
市
で

は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の

採
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
検
討
が
さ
れ
て
き
た
の

か
を
伺
う
。

答　
市
長

地
域
お
こ
し
協
力
隊
と

は
、
都
市
部
か
ら
過
疎
地

域
等
の
条
件
不
利
地
域
等

に
生
活
の
拠
点
を
移
し
、

市
か
ら
地
域
お
こ
し
協
力

隊
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
、

一
定
期
間
そ
の
地
域
に
居

住
し
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
や

地
場
産
品
の
開
発・販
売・

Ｐ
Ｒ
等
の
支
援
や
農
林
水

産
業
へ
の
従
事
、
住
民
の

生
活
支
援
な
ど
の
地
域
協

力
活
動
を
行
い
な
が
ら
、

そ
の
地
域
へ
の
定
住
・
定

着
を
図
る
制
度
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
本
市
に
お

い
て
は
、
地
域
お
こ
し
協

力
隊
と
同
様
に
、
地
方
へ

の
人
の
流
れ
の
創
出
、
拡

大
を
図
る
地
域
活
性
化

起
業
人
制
度
に
つ
い
て

は
、
令
和
６
年
度
か
ら
取

り
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
地
域
お
こ
し
協
力

隊
に
つ
い
て
は
、
活
用
に

向
け
て
の
調
査
、
研
究
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
採
用

に
は
至
っ
て
い
な
い
状
況

で
す
。

問　
筑
豊
エ
リ
ア
で
は
令

和
６
年
時
点
で
地
域
お
こ

し
協
力
隊
の
採
用
が
過
去

一
度
も
な
い
の
は
、飯
塚
市

と
宮
若
市
の
２
市
だ
け
で

す
。
ま
た
協
力
隊
の
任
期

満
了
後
も
活
動
し
た
土
地

に
定
着
し
、
新
た
な
ビ
ジ

ネ
ス
ま
で
生
み
出
し
て
い

る
方
が
多
数
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
デ
ー
タ
が
示
す
中

で
、
任
期
期
間
以
降
も
貢

献
度
の
大
き
い
地
域
お
こ

し
協
力
隊
の
制
度
を
活
用

し
な
い
の
は
、
か
な
り
の

機
会
損
失
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
考
え
る
が
い
か
が

か
。

答　
秘
書
政
策
課
長

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の

制
度
目
的
の
一
つ
で
あ
り

ま
す
隊
員
の
定
住
・
定
着

は
、
労
働
人
口
の
増
加
や

ま
ち
の
活
性
化
、
さ
ら
に

都
市
部
か
ら
宮
若
市
へ
の

人
の
流
れ
は
、
本
市
を
は

じ
め
人
口
減
少
が
急
速
に

進
む
地
方
に
と
っ
て
、
大

変
有
益
で
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

議
場
内
傍
聴
席
へ
の

モ
ニ
タ
ー
設
置
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
度
、
市
議
会
で
は
、
国
の

デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交

付
金
等
を
活
用
し
、
市
役
所
議
場

内
傍
聴
席
へ
モ
ニ
タ
ー
設
置
を
行

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
本
会
議
の

映
像
を
字
幕
入
で
放
送
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
議
会
傍
聴
の
更
な
る

機
能
充
実
を
図
り
、
よ
り
多
く
の

方
に
開
か
れ
た
「
議
会
」
を
目
指

す
も
の
で
す
。

　
あ
わ
せ
て
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

の
本
会
議
中
継
に
お
い
て
も
、字
幕

入
の
放
送
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
議
会
運
営
の
機
能

充
実
等
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

宮
若
市
議
会

市議会会議録はホームページからも閲覧できます。
https://www.city.miyawaka.fukuoka.dbsr.jp/

次回の定例会は6月6日（金） 開会予定です。
皆さんの傍聴をお待ちしています。

本会議・各常任委員会等の日程については、日程が決まり次第、宮若市のホームページに掲載します。
小さなお子さんをお連れの人は議場への入場はできませんが、庁舎内において親子一緒に視聴できますので、議会事務局にお尋ね下さい。
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（
子
育
て
支
援
の
取
組　
大
川
市
）

大
川
市
の
子
育
て
支
援
総
合
施
設

「
モ
ッ
カ
ラ
ン
ド
」
は
妊
娠
期
か
ら

子
育
て
期
ま
で
の
子
ど
も
と
家
庭
を

支
援
す
る
と
と
も
に
、
イ
ベ
ン
ト
を

通
し
て
学
習
や
交
流
の
場
を
提
供
す

る
、
地
域
の
子
育
て
支
援
の
総
合
拠

点
で
す
。

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

母
子
保
健
機
能
、児
童
福
祉
機
能
、児

童
の
発
達
支
援
、
地
域
子
育
て
支
援

拠
点
の
機
能
を
有
し
て
お
り
、
母
子

手
帳
の
交
付
か
ら
乳
幼
児
健
診
、
パ

パ
マ
マ
教
室
な
ど
の
各
種
教
室
、
こ

ど
も
家
庭
相
談
、養
育
支
援
訪
問
、就

学
前
の
子
ど
も
が
利
用
可
能
な
遊
具

の
あ
る
プ
レ
イ
ル
ー
ム
の
運
営
な
ど

様
々
な
子
育
て
支
援
事
業
が
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
児
童
の
発
達

支
援
事
業
に
力
を
入
れ
、
作
業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
を
配
置
し
、
こ
と

ば
の
教
室
な
ど
の
発
達
教
室
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
担
当
係
の
枠

を
超
え
、
チ
ー
ム
体
制
に
よ
る
支
援

を
行
っ
て
お
り
、
社
会
福
祉
協
議
会

の
職
員
が
常
駐
す
る
な
ど
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
の
子
育
て
支
援
体
制
の
環

境
づ
く
り
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
施
設
内
に
は
カ
フ
ェ
が

あ
り
、
障
が
い
者
の
就
労
継
続
支
援

Ａ
型
事
業
所
と
し
て
、
就
労
支
援
の

取
組
が
行
わ
れ
る
と
共
に
、
施
設
利

用
者
や
公
園
利
用
者
の
交
流
の
場

や
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
た
ち
の

息
抜
き
の
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

施
設
の
来
館
者
は
開
館
後
約
２
年

半
で
10
万
人
に
到
達
。
最
近
は
市
外

の
利
用
者
も
多
い
と
の
こ
と
で
「
モ

ッ
カ
ラ
ン
ド
」
は
公
園
や
図
書
館
な

ど
周
辺
施
設
と
の
相
互
利
用
や
、
乳

幼
児
健
診
等
の
つ
い
で
の
利
用
で
気

軽
に
相
談
で
き
る
こ
と
が
、
利
用
者

増
加
の
要
因
の
一
つ
と
考
え
て
い
る

と
の
こ
と
で
し
た
。

（
ふ
る
さ
と
納
税
の
取
組　
直
方
市
）

直
方
市
は
、こ
こ
数
年
、ふ
る
さ
と

納
税
の
寄
附
額
を
着
実
に
伸
ば
し
て

お
り
、
そ
の
要
因
で
あ
る
取
組
と
し

て
、
単
価
の
見
直
し
や
福
岡
県
認
定

地
域
資
源
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
、

他
自
治
体
の
ト
レ
ン
ド
品
の
リ
サ
ー

チ
と
模
倣
な
ど
を
行
っ
た
結
果
、
令

和
４
～
５
年
に
開
発
し
た
商
品
が
ヒ

ッ
ト
し
寄
附
額
の
増
額
に
繋
が
っ
た

と
の
こ
と
で
し
た
。

ふ
る
さ
と
納
税
を
財
源
に
、
中
心

市
街
地
で
の
創
業
者
に
対
す
る
「
Ｉ

Ｔ
等
街
中
創
業
支
援
補
助
金
」
の
制

度
や
、「
中
学
生
海
外
派
遣
事
業
」
と

し
て
教
育
先
進
国
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

に
中
学
生
を
派
遣
す
る
事
業
を
行
っ

て
い
る
な
ど
、
寄
附
金
の
使
い
道
に

つ
い
て
、
使
途
に
合
致
せ
ず
使
わ
れ

な
か
っ
た
寄
附
金
を
経
済
の
発
展
の

た
め
に
使
用
で
き
る
よ
う
随
時
、
使

途
メ
ニ
ュ
ー
の
見
直
し
を
行
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。

組
織
で
は
６
年
度
か
ら
「
ふ
る
さ

と
応
援
係
」
と
し
た
専
門
部
署
を
設

置
し
た
こ
と
で
、
設
置
前
ほ
ぼ
全
て

の
業
務
を
職
員
一
人
で
遂
行
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
設
置
後
は
業
務
分
担
に

よ
っ
て
時
間
的
な
余
裕
が
生
ま
れ
、

返
礼
品
事
業
者
周
り
が
可
能
と
な

り
、
新
た
な
返
礼
品
の
ア
イ
デ
ア
出

し
や
交
渉
業
務
に
傾
注
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

返
礼
品
の
ア
イ
デ
ア
出
し
で
は
、

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
等
で
人
気
の
あ
る

返
礼
品
の
動
向
を
随
時
チ
ェ
ッ
ク

し
、直
方
市
で
は
ど
う
い
っ
た
物
で
、

ど
の
程
度
の
量
が
提
供
で
き
る
か
な

ど
を
業
者
と
意
見
を
出
し
合
い
、
新

し
い
返
礼
品
の
開
発
に
直
接
携
わ
っ

て
い
ま
す
。そ
の
他
、返
礼
品
提
供
事

業
者
と
の
関
係
性
の
構
築
や
維
持
を

心
掛
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

教
育
民
生
委
員
会

行政視察報告

産
業
建
設
委
員
会

No.8617



み
や
わ
か
市
議
会
だ
よ
り

86号
2025
令
和
７
年
５
月
１
日

●
発

行
／

宮
若

市
議

会
　

   ●
編

集
／

議
会

広
報

調
査

特
別

委
員

会
●

〒
823 -0011 福

岡
県

宮
若

市
宮

田
29 -1

●
TEL 0949 -32 -1135／

FA
X 0949 -32 -0523

Miyawaka  City

編
集
後
記

編
集
後
記

議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会

委
員
長

副
委
員
長

委

員

委

員

委

員

委

員

委

員

山
　
元
　
秀
　
一

松
　
岡
　
史
　
倫

染
　
矢
　
正
　
次

清
　
水
　
健
太
郎

藤
　
春
　
優
　
二

神
　
谷
　
喜
久
雄

安
　
河
　
英
　
幸

　
令
和
７
年
度
の
予
算
が
無
事
、

成
立
と
な
り
安
堵
し
て
い
ま
す
。

　
予
算
の
審
査
の
過
程
で
感
じ

た
こ
と
は
、
進
む
人
口
減
少
が

課
題
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
定
住

施
策
の
工
夫
が
重
要
で
あ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
市
民

が
住
み
続
け
た
い
と
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、
人
に
優
し

い
ま
ち
づ
く
り
を
実
践
す
る
こ

と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
宮
若
市
は
今
年
度
、
市
制
20

年
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま

で
様
々
な
施
設
整
備
が
な
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
箱
物
事

業
が
推
進
さ
れ
た
の
で
す
が
、

人
々
が
豊
か
な
人
生
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
る
環
境
は
整
え
ら

れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
今
後
は
、
こ
れ
ら
施
設
の
管

理
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、

な
に
よ
り
大
事
な
の
は
、
市
民

の
方
々
が
気
軽
に
施
設
等
を
使

う
環
境
を
整
え
る
こ
と
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

神
谷
　
喜
久
雄

地域住民のためのコンサート
「精華女子高等学校吹奏楽部」

犬鳴川さくらウィーク
ヒガンバナ植え

犬鳴御別館 宮若ソフトテニスクラブ
春の練習試合

千石 脇田
（写真同好会提供）
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